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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スピーカユニットの前面に取り付けられるフロントバッフルと、このフロントバッフル
に取り付けられ前記スピーカユニットの側面から底面側を覆うリアキャビネットとを有す
るキャビネットと、
　前記フロントバッフルに取り付けられ、前記スピーカユニットの前面側を覆うフロント
グリルと、を備えたバスレフ方式のスピーカシステムにおいて、
　前記フロントバッフルの一部と前記フロントグリルの一部とにより形成されるダクトを
備え、
　前記ダクトの一端側の開口部は前記キャビネット内に配置され、前記ダクトの他端側の
開口部は前記キャビネットの前面側に配置され、
　前記ダクトを形成する前記フロントグリルの一部は、前記フロントグリルと前記フロン
トバッフルとの接触部を基端部として、前記フロントグリルの一端部までの領域であり、
　前記ダクトを形成する前記フロントバッフルの一部は、前記フロントバッフルが前記キ
ャビネットの前面側から後方側に曲がる境界領域を基端部として、前記フロントバッフル
の一端部までの領域であることを特徴とするスピーカシステム。
【請求項２】
　前記ダクトの長手方向は、前記キャビネットの前面に沿って配置されることを特徴とす
る請求項１に記載のスピーカシステム。
【請求項３】
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　前記ダクトの長手方向は、前記キャビネットの前面から斜め後方にかけて配置されるこ
とを特徴とする請求項１に記載のスピーカシステム。
【請求項４】
　前記フロントバッフルの前記基端部から前記フロントバッフルの前記一端部までの前記
領域のうち少なくとも一部分は、前記キャビネットの前面に対して斜め方向に形成される
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のスピーカシステム。
【請求項５】
　前記フロントグリルの少なくとも前面を覆うネットを備えることを特徴とする請求項１
乃至４のいずれかに記載のスピーカシステム。
【請求項６】
　前記フロントグリルは、前記スピーカユニットと対向する位置に沿って、スリット状に
加工されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載のスピーカシステム。
【請求項７】
　複数個の前記スピーカユニットが配置され、
　１以上の前記スピーカユニットのそれぞれに対して、前記ダクトが一つずつ近接配置さ
れることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載のスピーカシステム。
【請求項８】
　前記ダクトの他端側の開口部は、前記フロントグリル内に設けられることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれかに記載のスピーカシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バスレフ方式のスピーカシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽再生が可能な携帯型の電子機器や、デザイン性に優れた薄型ＴＶおよびＰＣ等の薄
型電子機器の普及に伴って、小型および薄型でかつ音質に優れたスピーカシステムに対す
る要求が高まっている。
【０００３】
　このような要求に応えるために、キャビネットの一部に開口部を設けて、この開口部に
ダクトを取り付けたバスレフ（Bass Reflex：低音輻射）方式のスピーカシステムが知ら
れている（特許文献１～４参照）。バスレフ方式のスピーカシステムは、スピーカの再生
レベルがより低い周波数まで維持できるという特徴があり、低音の再生能力を向上させる
用途で採用されることが多い。
【０００４】
　この種のバスレフ方式のスピーカシステムにおいて、ダクトをキャビネットの奥行き方
向に配置すると、奥行きが長くなり、薄型化の妨げになる。このため、上述した特許文献
１～３では、ダクトの長手方向をスピーカシステムの前面に沿って配置して、小型化およ
び薄型化を図っている。
【０００５】
　図８は特許文献１に開示されたスピーカシステムの断面図である。図８のスピーカシス
テムは、スピーカユニット５１の前面側および底面側にそれぞれ配置される本体５２およ
び蓋部５３と、本体５２および蓋部５３内に配置されるバスレフポート５４とを備えてい
る。バスレフポート５４は、本体５２に一体成形される下側分割体５５と、この下側分割
体５５に接合される上側分割体５６を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３１８０８１号公報
【特許文献２】特開２００７－３６９２１号公報
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【特許文献３】特開平４－８３４９９号公報
【特許文献４】特開平１１－４１６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図８のスピーカシステムでは、下側分割体５５は本体５２に一体成形さ
れているものの、上側分割体５６は本体５２や蓋部５３とは別個の部材であり、このよう
な部材を別個に用意しなければならない。また、本体５２と蓋部５３を接合する前に、本
体５２に上側分割体５６を取り付ける工程が必要となり、工程数も増えてしまう。
【０００８】
　一方、特許文献２には、後ろキャビネットの内部に、管軸方向に半割り状の凹部を形成
しておき、前キャビネットと後ろキャビネットを一体に接合することでバスレフ用ダクト
を形成するバスレフ型スピーカ装置が開示されている。特許文献２の場合、後ろキャビネ
ットに鍔部を設けて、この鍔部にダクト用の凹部を形成しているが、凹部の下方はキャビ
ネットとして利用しないため、ダクトの後方の空間を低音再生用に利用できず、低音再生
能力を向上できないおそれがある。
【０００９】
　また、特許文献３には、スピーカユニットの前面に配置されるグリルに突出板を一体成
型したスピーカ装置が開示されている。このスピーカ装置は、スピーカユニットとスピー
カキャビネットの間にバスレフダクトが配置されており、スピーカユニットの前面をバス
レフダクトが覆う形状となるため、中高域の再生がしづらくなる。また、構造的にバスレ
フダクトのサイズを大きくできないため、低音再生能力も向上できないおそれがある。
【００１０】
　さらに、特許文献４には、スピーカユニットをバッフルに固定する取付具にポートダク
トを一体に形成したスピーカシステムが開示されている。特許文献４の場合、ダクトの長
手方向がスピーカユニットの前後方向に配置されており、スピーカシステムを薄型化でき
ないという問題がある。
【００１１】
　本発明は、上述した種々の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、低音再生
能力を向上でき、かつ組立てが容易で、かつ小型化および薄型化が可能なバスレフ方式の
スピーカシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様では、スピーカユニットの前面に取り付
けられるフロントバッフルと、このフロントバッフルに取り付けられ前記スピーカユニッ
トの側面から底面側を覆うリアキャビネットとを有するキャビネットと、
　前記フロントバッフルに取り付けられ、前記スピーカユニットの前面側を覆うフロント
グリルと、を備えたバスレフ方式のスピーカシステムにおいて、
　前記フロントバッフルの一部と前記フロントグリルの一部とにより形成されるダクトを
備え、
　前記ダクトの一端側の開口部は前記キャビネット内に配置され、前記ダクトの他端側の
開口部は前記キャビネットの前面側に配置されることを特徴とするスピーカシステムが提
供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、フロントバッフルの一部とフロントグリルの一部を利用してダクトを
形成し、ダクトの設置場所および方向も工夫するため、低音再生能力を向上でき、かつ組
立てが容易で、かつ小型化および薄型化が可能なバスレフ方式のスピーカシステムを提供
できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図１（ａ）は正面図、図１（ｂ）は図１（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図。
【図２】本発明の第２の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図２（ａ）は正面図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図。
【図３】本発明の第３の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図３（ａ）は正面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図。
【図４】本発明の第４の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図４（ａ）は正面図、図４（ｂ）は図４（ａ）のＺＯ－ＺＯ線断面図、図４（ｃ
）は図４（ａ）のＸ１－Ｘ１線断面図。
【図５】本発明の第５の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムを内蔵した薄型
テレビの構造を示す図であり、図５（ａ）は正面図、図５（ｂ）は図５（ａ）のＡ－Ｏ－
Ｂ線断面図、図５（ｃ）は図５（ｂ）の左半分（Ａ－Ｏ線）の拡大断面図。
【図６】本発明の第６の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムを内蔵した薄型
テレビの構造を示す図であり、図６（ａ）は正面図、図６（ｂ）は図５（ａ）のダクト６
付近の拡大正面図、図６（ｃ）は図６（ｂ）のＺＩ－ＺＩ線断面図。
【図７】第６の実施形態の比較例となるスピーカシステムの構造を示す図であり、図７（
ａ）は正面図、図７（ｂ）は図７（ａ）のダクト６付近の拡大正面図、図７（ｃ）は図７
（ｂ）のＺＩ－ＺＩ線断面図。
【図８】特許文献１に開示されたスピーカシステムの断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１６】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図１（ａ）は正面図、図１（ｂ）は図１（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図である。
【００１７】
　図１のスピーカシステムは、スピーカユニット１を内蔵するキャビネット２と、このキ
ャビネット２の前面を覆うフロントグリル３とを備えている。
【００１８】
　キャビネット２は、スピーカユニット１の前面に取り付けられるフロントバッフル４と
、スピーカユニット１の側面から底面側を覆うリアキャビネット５と、ダクト６とを有す
る。
【００１９】
　本実施形態のダクト６は、フロントバッフル４の一部とフロントグリル３の一部とを利
用して形成される。ダクト６を形成するフロントグリル３の一部は、フロントグリル３と
フロントバッフル４との接触部３ａから、フロントグリル３の一端部３ｂまでの領域であ
る。ダクト６を形成するフロントバッフル４の一部は、フロントバッフル４がキャビネッ
ト２の前面側から後方側に曲がる境界領域４ａから、フロントバッフル４の一端部４ｂま
での領域である。
【００２０】
　ダクト６の長手方向は、キャビネット２の前面に沿った方向に配置され、これにより、
スピーカシステムの薄型化を図っている。
【００２１】
　ダクト６の一端側の開口部６ａはキャビネット２内（例えば、スピーカユニット１の側
面に対向する側）に配置され、ダクト６の他端側の開口部６ｂはキャビネット２の前面側
に配置されている。
【００２２】
　フロントグリル３の少なくとも前面は保護用のネット７で覆われている。これにより、
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ダクト６内に異物が混入することも防止される。ネット７の材料は、例えば主に布や金属
、樹脂などが用いられ、音の再生の妨げにならない材料であれば、特に問わない。
【００２３】
　フロントバッフル４とリアキャビネット５は、例えばネジにより互いに固定される。あ
るいは接着部材やボスなどで固定してもよい。フロントバッフル４とリアキャビネット５
をネジで固定する場合は、ネジが目立たないように、例えばリアキャビネット５の背面側
からネジを嵌挿して、リアキャビネット５、フロントバッフル４およびフロントグリル３
を一体に固定すればよい。
【００２４】
　フロントバッフル４とフロントグリル３は、例えばフロントグリル３側からボスをフロ
ントバッフル４に圧入して固定する。あるいは、接着部材で固定してもよいし、接着部材
とボスを併用してもよい。
【００２５】
　フロントバッフル４とフロントグリル３の材料は、例えば樹脂が用いられるが、特に材
料に制限はない。
【００２６】
　バスレフ方式のスピーカシステムでは、キャビネット２内にダクト６が配置されるため
、キャビネット２内の空間の容積も小さくなる。低音再生能力を向上させるには、キャビ
ネット２内の空間の容積は大きいほど望ましい。図１のスピーカシステムでは、フロント
バッフル４の一部とフロントグリル３の一部とを用いてダクト６を形成しており、ダクト
６がスピーカシステムの前方寄りに配置される。これにより、キャビネット２内の空間の
容積を広く確保でき、低音再生能力が向上する。
【００２７】
　図１のスピーカシステムは、フロントバッフル４とフロントグリル３を組み付けるだけ
で、ダクト６が形成されるため、製造組立が容易であるという利点がある。上述した特許
文献１の場合、ダクト６を構成する部品を別個に組み付けなければならず、ダクト６の製
造に手間がかかり、製造コストが上昇してしまう。
【００２８】
　また、図１のスピーカシステムのダクト６は、その内径を比較的大きくしても、ダクト
６の長手方向をスピーカユニット１の前面方向に沿って配置することで、スピーカシステ
ムの薄型化を図ることができる。これにより、低音再生能力に優れていながら、薄型化が
可能となる。
【００２９】
　このように、第１の実施形態では、フロントバッフル４とフロントグリル３を用いてダ
クト６を形成するため、ダクト６を形成するのに他に部材を必要とせず、ダクト６を容易
に形成できる。また、ダクト６は、スピーカシステムの前方寄りに形成されるため、キャ
ビネット２内に十分な空間を確保でき、低音再生能力を向上できる。さらに、ダクト６の
長手方向をスピーカユニット１の前面方向に沿って配置するため、ダクト６の内径を大き
くしても、スピーカシステムを薄型化することができる。
【００３０】
　（第２の実施形態）
　図２は本発明の第２の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図２（ａ）は正面図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図である。図
２では、図１と共通する構成部分には同一符号を付しており、以下では相違点を中心に説
明する。
【００３１】
　図２のスピーカシステムは、ダクト６の構造が図１と異なっている。図２のダクト６は
、その長手方向がキャビネット２の前面から斜め後方にかけて配置されている。このよう
な構造にするために、ダクト６を構成するフロントバッフル４の一部のうち、その先端で
ある一端側はスピーカユニット１の底面側に向かって斜めに伸びている。同様に、ダクト
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６を構成するフロントグリル３の一部のうち、基端側はキャビネット２の前面側に向かっ
て斜めに伸び、その先端である一端側はネット７の面に沿って形成されている。
【００３２】
　図２のスピーカシステムは、図１のスピーカシステムよりも、ダクト６がより前側に配
置されており、その分、キャビネット２内の空間の容積が広くなり、低音再生能力がより
向上する。
【００３３】
　（第３の実施形態）
　図３は本発明の第３の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図３（ａ）は正面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＸＯ－ＸＯ線断面図である。図
３では、図１と共通する構成部分には同一符号を付しており、以下では相違点を中心に説
明する。
【００３４】
　図３のスピーカシステムは、ネット７がないことを特徴とする。ネット７がないと、ス
ピーカユニット１の前面が露出するため、本実施形態では、フロントグリル３の一部にス
リット３ｃを形成して、スピーカユニット１の前面を保護している。
【００３５】
　図３のスピーカシステムにおけるダクト６は、図１と同様に、フロントバッフル４とフ
ロントグリル３で形成されており、ダクト６の位置および方向も図１と同様であるため、
製造が容易で、薄型化が可能で、かつ低音再生能力の向上が図れる。
【００３６】
　（第４の実施形態）
　第４の実施形態は、スピーカシステム内にチャネルアンプを内蔵したものである。
【００３７】
　図４は本発明の第４の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムの構造を示す図
であり、図４（ａ）は正面図、図４（ｂ）は図４（ａ）のＺＯ－ＺＯ線断面図、図４（ｃ
）は図４（ａ）のＸ１－Ｘ１線断面図である。図４では、図１と共通する構成部分には同
一符号を付しており、以下では相違点を中心に説明する。
【００３８】
　図４のスピーカシステムは、中央部に配置されるチャネルアンプ１１と、このチャネル
アンプ１１を挟んで両側に配置されるスピーカユニット１と、これらスピーカユニット１
とチャネルアンプ１１の間にそれぞれ配置されるダクト６とを備えている。
【００３９】
　２つのスピーカユニット１はいずれも、フロントバッフル４に固定されている。これら
スピーカユニット１とチャネルアンプ１１の側面および背面側はリアキャビネット５で覆
われている。
【００４０】
　２つのダクト６は共に、第１～第３の実施形態と同様に、フロントバッフル４とフロン
トグリル３により形成されている。
【００４１】
　これらダクト６の長手方向は、キャビネット２の前面に沿って配置されている。ダクト
６の一端側の開口部は、キャビネット２の前面に沿って設けられ、他端側の開口部はキャ
ビネット２内（例えば、スピーカユニット１の側面に対向する位置）に設けられている。
【００４２】
　第４の実施形態の場合も、ダクト６がフロントバッフル４とフロントグリル３で形成さ
れるため、製造が容易であり、かつダクト６の長手方向がスピーカシステムの前面に沿っ
て配置されるため、小型化および薄型化が可能となる。
【００４３】
　図４では、スピーカユニット１のそれぞれに近接させてダクト６を配置したが、スピー
カユニット１の数は２個に限定されない。また、各スピーカユニット１に対応づけて１個
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ずつダクト６を設けているが、複数のスピーカユニット１に対応づけて１個ずつダクト６
を設けてもよく、あるいは、１個のスピーカユニット１に対応づけて複数のダクト６を設
けてもよい。
【００４４】
　（第５の実施形態）
　第５の実施形態は、薄型テレビジョン（以下、薄型テレビ）に内蔵されるスピーカシス
テムの一例である。
【００４５】
　図５は本発明の第５の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムを内蔵した薄型
テレビの構造を示す図であり、図５（ａ）は正面図、図５（ｂ）は図５（ａ）のＡ－Ｏ－
Ｂ線断面図、図５（ｃ）は図５（ｂ）の左半分（Ａ－Ｏ線）の拡大断面図である。図５で
は、図１と共通する構成部分には同一符号を付している。また、スピーカシステムに関連
のない部分については符号とその説明を省略する。
【００４６】
　図５のスピーカシステムは、同システムの前面に沿って近接配置される２つのスピーカ
ユニット１と、これらスピーカユニット１に近接配置されるダクト６とを備えている。
【００４７】
　スピーカユニット１は、フロントバッフル４に固定されており、スピーカユニット１の
側面から底面側はリアキャビネット５で覆われている。
【００４８】
　ダクト６の前面側はフロントグリル３で形成され、ダクト６の底面側はＲ部を有するフ
ロントバッフル４で形成されている。ダクト６の一端側の開口部はキャビネット２の前面
に沿って形成されている。また、ダクト６の他端側の開口部はキャビネット２内（例えば
、スピーカユニット１の側面に対向する位置）に形成されている。
【００４９】
　フロントグリル３の少なくとも前面はネット７で覆われているが、ネット７の材料や形
状は特に問わない。また、図３と同様に、ネット７を省略してもよい。
【００５０】
　このように、図５のダクト６も、フロントバッフル４とフロントグリル３で形成される
ため、製造が容易であり、また、ダクト６の長手方向がスピーカシステムの前面に沿って
配置されるため、小型化および薄型化が可能となる。
【００５１】
　（第６の実施形態）
　第６の実施形態は、ダクト６の開口部をフロントグリル３内に設けたものである。
【００５２】
　図６は本発明の第６の実施形態によるバスレフ方式のスピーカシステムを内蔵した薄型
テレビの構造を示す図であり、図６（ａ）は正面図、図６（ｂ）は図５（ａ）のダクト６
付近の拡大正面図、図６（ｃ）は図６（ｂ）のＺＩ－ＺＩ線断面図である。図６では、図
１と共通する構成部分には同一符号を付しており、以下では相違点を中心に説明する。
【００５３】
　図６のスピーカシステムのダクト６は、フロントバッフル４とフロントグリル３を接合
することにより形成される。フロントバッフル４は、その中央部にダクト構成部６ｃがあ
り、その両側にリアキャビネット５にネジ止めするためのボス部６ｄが配置されている。
フロントバッフル４は、ボス部６ｄにネジ１２を嵌挿してリアキャビネット５にネジ止め
される。
【００５４】
　フロントバッフル４とフロントグリル３は、例えばフロントグリル３の前面側からボス
をフロントバッフル４に圧入することで固定される。なお、固定するための具体的手段に
ついては特に問わない。
【００５５】



(8) JP 5189022 B2 2013.4.24

10

20

30

　フロントバッフル４とフロントグリル３を固定することで、ダクト６が形成され、この
ダクト６の開口部６ｅは、フロントグリル３内に設けられる。
【００５６】
　図７は第６の実施形態の比較例となるスピーカシステムの構造を示す図であり、図７（
ａ）は正面図、図７（ｂ）は図７（ａ）のダクト６付近の拡大正面図、図７（ｃ）は図７
（ｂ）のＺＩ－ＺＩ線断面図である。図７では、図６と共通する構成部分には同一符号を
付している。
【００５７】
　小型のスピーカシステムの場合、キャビネット２内のスペースが限られているため、図
７に示すように、フロントバッフル４とリアキャビネット５を固定するためのフロントバ
ッフルボス部６ｄの開孔部がダクト６の開口面６ｅに配置されることが多い。この場合、
空気の乱れが大きく、低域再生に劣化が生じてしまう。低域再生の観点では、ダクト６の
開口部６ｅの形状は滑らかな方が、空気の乱れが少なくて望ましい。
【００５８】
　図６のスピーカシステムでは、ダクト６の開口部６ｅがフロントグリル３に位置し、こ
の開口部６ｅよりも後方にボス部６ｄが位置するため、ダクト６の開口部６ｅの空気の流
れが滑らかになり、低音再生能力が向上する。
【００５９】
　本発明の態様は、上述した個々の実施形態に限定されるものではなく、当業者が想到し
うる種々の変形も含むものであり、本発明の効果も上述した内容に限定されない。すなわ
ち、特許請求の範囲に規定された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的
な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　　１　スピーカユニット
　　２　キャビネット
　　３　フロントグリル
　　４　フロントバッフル
　　５　リアキャビネット
　　６　ダクト
　　７　ネット
　　１１　チャネルアンプ
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